
 

 

就学時健康診断面接実施要領（具体例）
　面接実施に際しては、次の事項に注意する。

１．一般的注意事項
　１　面接会場は、明るく静かな部屋を選ぶ。
　２　面接は、おおむね幼児４人を１組として行う。
　３　面接実施前に準備するもの。
　　ア　おはじき 幼児１人につき10個
　　イ　面接カード 幼児１人につき１組（P25～33参照）
　　ウ　面接結果集計表 必要枚数（P24参照）

２．面接の観点
　　問題は、幼児に十分理解できるように説明する。また問題に答える時間は制限しない。ただし、
いつまでも答えられない場合は適時に次の問題に移る。
１　知的発達に関するもの
　問題１から問題５まで（場合によって問題７まで）を実施し、知的発達に課題があると思わ
れるかどうかをみる。

２　言語に関するもの
　問題８及び問題９を実施し、ことばに構音の誤りや歪み又は吃音があると思われるかどうか
をみる。

３　行動や態度、情緒面に関するもの
　面接及び観察により、行動や態度、情緒面の課題があると思われるかどうかをみる。

４　その他
　問題を理解できなかった幼児については別途指導する。

３．面接の具体的内容
１　知的発達の状態に関する面接
　面接は、４人とも問題１から問題５まで正答であれば、その時点で終了する。
　問題１から問題５までの中で、理解できない問題がある場合は、問題６及び問題７を追加する。
この場合４人ともその場に残し、幼児に動揺を与えないよう配慮する。

　　 問題１ 　　姓　　名

　　 「あなたの名前を言ってください。」
※姓または名（愛称）のみを答えた場合でもよい。

　　 問題２ 　　性　　別

　　 「この中で、男の子は手を上げてごらん。」
「女の子は手を上げてごらん。」
※わかっていればよい。

　　 問題３ 　　類　　推（一人１題とし、誤答又はわからない場合はもう１題実施する。）

　　
「塩はからいでしょう。砂糖はどうですか？」　（あまい）
「お湯はあついでしょう。氷は？」　　　　　　（つめたい）
「夏はあついでしょう。冬は？」　　　　　　　（寒い）
「昼は明るいでしょう。夜は？」　　　　　　　（暗い）
「自動車は速いでしょう。歩くのは？」　　　　（遅い）
「犬は小さいでしょう。象は？」　　　　　　　（大きい）
※「砂糖」を「おいしい」、「冬」を「つめたい」、「夜」を「黒い」、「歩く」を「のろい」等（否定
を含む）と答えた場合も理解できているとして取り扱う。
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　　 問題４ 　　用　　途（一人１題とし、上記と同じ）
　　　　　　　　　（絵は一人１枚を机の上に置いておく）

　　

「この紙を見てください。絵がたくさん書いてあるでしょう」
「この中で雨が降った時に使うものはどれですか。指でおさえてごらん」　（傘）
「紙やきれを切る時に使うものは？」　　　　　　　　　　　　　　（はさみ）
「水やジュースを飲む時に使うものは？」　　　　　　　　　　　　（コップ）
「時間を見る時に使うものは？」　　　　　　　　　　　　　　　　（時計）
「字や絵を書く時に使うものは？」　　　　　　　　　　　　　　　（鉛筆）
「たくさんの人を乗せて走るものはどれですか？」　　　　　　　　（バス）

　　 問題５ 　　おはじきかぞえ（机に一人10個のおはじきを用意しておく）

　　

「机の上におはじきがありますね。５つだけかぞえて並べてください。」
※できない場合又は誤った場合は

「それでは、３つかぞえて並べてごらん。」
※どちらかできればよい
※５つを「５こ」、３つを「３こ」とたずねてもよい

　　 問題６ 　　大きさの比較（カードを順次示しながら）

　　

「ここにまるが２つ書いてありますね。どちらが大きいですか。」
「それでは、この四角はどちらが大きいですか。」
「この三角はどちらが大きいですか。」
※口答でもよいし、指でおさえてもよい。

　　 問題７ 　　遺漏発見（カードを順次示しながら）

　　

「それでは、この絵を見てください。この絵の中に何か足りないものがあるでしょう。
何が足りないのでしょう。」

※口答でもよいし、指でおさえてもよい。
※４題のうち１題できればよい。

（参考）知的発達について
ア　問題１から問題７までは、幼児の発達段階をみる目安として設定したもので、問題
５までができる幼児は、概ね４才の発達段階を越えているといえる。

イ　しかし、幼児の発達段階をみるには、正確な発達検査や専門医の診断等によらなけ
ればならない。
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２　言語に関する面接

　　 問題８ 　　構音の誤りや歪み等の発見
　　　　　　　　　（一人一人全部の絵の名称を言わせる。絵は、一人１枚を机の上に置いておく）

「この紙を見てください。絵がたくさん書いてあるでしょう。」
「この紙の中に書いてある絵を先生が指でおさえますから、この絵は何かを言ってくだ

　　 さい。」

（参考）構音の誤りや歪み等の説明
ア　鼻ぬけ声、口蓋裂の疑い
　　声が鼻にぬけるため、ふがふがする感じ、子音の脱落が多い。
　　例　ハサミ→ハーミ　ファーミ
　　　　スイカ→フイカ　ウイカ
イ　吃音の疑い 話し方はどうかを注意する。（ことばの初めの音をくり返したり引き伸ばしたり、出
にくい）

　　例　キリン→キ、キ、キリン　キ、キ、キーリン
　　　　ボタン→ボ、ボ、ボタン　ボ、ボ、ボータン
　　　　デンシャ→デ、デ、デンシャ　デ、デ、デンチャ
ウ　構音障害、言語発達遅滞の疑い
　　発音はどうかを注意する。（特に、カ行、サ行、タ行、幼児音）
　　例　ハサミ→ハタミ　ハシャミ　ハァミ
　　　　キリン→キイン　チリン　ティリン
　　　　スイカ→ツイカ　チュイカ　ティカ　スイタ　シュイカ
　　　　レイゾウコ→レイロウコ　ディゾウコ　ディロウコ　レイドウコ　タイドウト
　　　　ボタン→ボチャン　ボラン
　　　　デンシャ→デンチャ
　　　　クツ→クチュ
エ　音声や話し方について
　　ことば全体が不明瞭で歯切れのわるいとき
　　人並みはずれた早口
　　しわがれ声
　　特にかん高い声、特に低い声

　　 問題９ 　　文字への興味関心

　本を見ることを好むかどうか、一人ひとりたずねる。明らかに好まない場合には
保護者等にも同じ内容を尋ね、明らかに好まない場合には入学当初から文字の習得
の程度に留意する。
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３　行動や態度、情緒面に関する面接
　面接及び観察により、行動や態度、情緒面に課題のあるものの発見に努める。

　（参考）
　・面接時に勝手に立ち上がったり、席を離れたりする
　・面接時の質問を聞き返したり、聞き逃したりする。
　・面接時に順番を守らないなど、他の子供との協調性が乏しい
　・面接時のやり取りにおいて、一方的だったり、ずれたりした回答をする。
　・視線が合いにくい
　・とても不安そうである
　・吃音やチックが見られる
　・人前で話さない
　 ※他にも、文部科学省が小・中学校の通常の学級に在籍する学習上及び生活上の困難がある児童
生徒の割合を調査した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必
要とする児童生徒に関する調査」の項目を参考にすることも考えられる。（http://www.mext. 
go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm参照）
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実態把握の具体例
　ＳＤＱとは、 Goodman氏によって開発された、子供の多動・不注意、情緒面、行為面、仲間関係、
向社会性という行動をスクリーニングするための質問紙法である。ＳＤＱは、発達障害等の判定の
ものではなく、子供の実態を把握し、就学前の相談の糸口になるように活用することが期待できる。
　多動・不注意は落ち着きのなさや集中力の短さなどに関する項目、情緒面は不安の持ちやすさな
どに関する項目、行為面は規範意識の希薄さや指示の入りにくさに関する項目、仲間関係は子供の
集団からの受け入れなどに関する項目である。これらの項目に多く該当すると、子供や保護者等に
対する支援ニーズが高いとされている。また、向社会性は社会性を示す項目であり、該当する項目
が少ないと、子供や保護者等に対する支援のニーズが高いとされている。
＜ＳＤＱの活用例＞
　〇就学時の健康診断の面接においてＳＤＱの結果を活用する。
　　普段の子供の様子を知っている保護者等から、就学時の健康診断の実施日までにＳＤＱを記入
してもらい、就学時の健康診断の当日行われる面接時までに結果を分析しておき、その結果を面
接時に参考にするとよい。面接の結果、必要がある場合には、教育相談や就学支援を担当する部
局に対し、保護者との面談を実施するよう促す。また、教育相談や就学支援を担当する部局や就
学先に対し、ＳＤＱの結果を引継ぎ、保護者との相談へつなげる。
　〇就学時の健康診断実施後にＳＤＱの結果を活用する。
　　就学時の健康診断実施後にＳＤＱの結果と面接の結果を総合的に判断し、必要がある場合には、
教育相談や就学支援を担当する部局に対し、保護者との面談を実施するよう促す。また、教育相
談や就学支援を担当する部局や就学先に対し、ＳＤＱの結果を引継ぎ、保護者との相談へつなげる。
※その他にも、保護者の了解を得て、幼稚園、保育所や認定こども園の担任によるＳＤＱを、保護
者のＳＤＱとともに、面接等の参考とするという活用方法もある。保育者のＳＤＱは、他の子供
とのかかわり方などを保護者よりも具体的に観察した結果であることが多く、面接等の参考になる。

　ＳＤＱの書式については、下記から直接ダウンロードすること。
　【ＳＤＱホームページ】（http://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Japanese）

SDQは Goodman氏によって開発されたものであるため、アンケート用紙の文言の修正はできないことと
されている。
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称）といった名称とすることが適当であること。
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音声言語障害の検査のための絵図版
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